
機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査

【障害年金の初診日に関する調査票（肺の病気用)】

障害年金の初診臼に関する調査票【肺の病気用】障害年金の初診臼に関する調査票【肺の病気用】

禾澗査票は、初診日を審迩する隙の資料となるものですむ禾澗査票は、初診日を審迩する隙の資料となるものですむ’’
◎吹のことにお答えください。

1 ．身体の不調・呼吸困難（忠切れ、息誇しさ）等を自覚されたのは、いつ頃ですか。また、その

ときはどのような状態でしたか。

◎吹のことにお答えください。

1 ．身体の不調・呼吸困難（忠切れ、息誇しさ）等を自覚されたのは、いつ頃ですか。また、その

ときはどのような状態でしたか。

昭和・平成 年 月 一旦昭和・平成 年 月 一旦

））［［
状態状態

健康診断棒で肺橇能障害を脂摘されたことはありますか。

指摘あり （検査日：昭・平 年 月 日）

健康診断棒で肺橇能障害を脂摘されたことはありますか。

指摘あり （検査日：昭・平 年 月 日）

22

ロ
ロ
ロ
ロ 指摘なし指摘なし

3． （2で指摘ありの鰐合）その橇迩日以I朧のすべての検迩結果（写）を添付してください。3． （2で指摘ありの鰐合）その橇迩日以I朧のすべての検迩結果（写）を添付してください。

※事業所に保管されている場合もありますので，確認してください、

口保管されているすべての検迩結果（写）を添付した． （他にはない）

ロ ート分に砿認したが、添付できる検迩結果が残っていない。 （ひとつもない）

※事業所に保管されている場合もありますので，確認してください、

口保管されているすべての検迩結果（写）を添付した． （他にはない）

ロ ート分に砿認したが、添付できる検迩結果が残っていない。 （ひとつもない）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結果ですぐに医療縦凋を受診しましたか‘

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療機関名（

ロすぐに受診しなかった

（理由及び健康診断の擶摘後、受診するまでの間の体鯛）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結果ですぐに医療縦凋を受診しましたか‘

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療機関名（

ロすぐに受診しなかった

（理由及び健康診断の擶摘後、受診するまでの間の体鯛）

11

１１

11［［
上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告瀞

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を瀞通した諾果、照会することがありますので、あらかじ絢ご承知おきください。

※ご記入いただいた個人傭報は、独立行政法人等の保有する侭人傭報の保艘にI判する法律に基づ

き、適切に取り扱われます。

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告瀞

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を瀞通した諾果、照会することがありますので、あらかじ絢ご承知おきください。

※ご記入いただいた個人傭報は、独立行政法人等の保有する侭人傭報の保艘にI判する法律に基づ

き、適切に取り扱われます。

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

3認定
一

3－1 障害年金審査支援ツールへの登録

|･霊繍鴛-ﾙに診艫情報膓病棚診｡等認剛ゞ
口障害年金審査支援ツールに診断書情報(傷病名､初診日等認定に必要

な項目)を入力する。

【参照】

障害年金審査支援ツール
の操作ﾏﾆｭｱﾙについ
ては､【給付指2016-67】
別添1参照

3－2認定の事前準備

(1)障害状態認定表の作成

’|口障害状態認定表(以下､｢認定表｣という｡)を作成する。口障害状態認定表(以下､｢認定表｣という｡）を作成する。
【参照】

精神障害については、【給
付指2016-6打「別添5

綴神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要詞P5参照

①作成した認定表は診断書の上側にホチキス留めする。

②認定表に受付番号を記載し､下記の順にホチキスで留める。

1．認定表

2.等級目安確認ｼート

3．認定日の診断書

4．請求日の診断書

5障害者手帳等の写し

6.受診状況等証明書･受診状況等証明書が添付できない申立書
7.第三者証明書

8.その他初診日を証明する書類

9.病歴･就労状況等申立書
10.その他

③診断書に記載された傷病名との間の相当因果関係の有無等､個別に障害

認定医に対し初診日に関する確認事項がある場合は､認定表の事務連絡欄に

記載する。

④複数回の認定を行う場合は､原則認定ごとに新しい認定表を作成する｡な

お､例外的に同じ認定表を複数回の認定に使用する場合は､認定結果が区別

できるよう記入する。

⑤診断書の記載内容等を確認し､障害等級の目安､障害認定医への確認事

項等を認定表に記入する。

鯵照】

認定依頼にかかる事務取
扱については、【給付指
2016-67】別添4を参照

(2)過去の認定関係書類の確認

’
|ロ過去の認定における資料が必要な場合は､ﾏｲｸﾛを印字し､添付する。口過去の認定における資料が必要な場合は､ﾏｲｸﾛを印字し､添付する。

障害認定医に認定関係書類を預ける場合は､控えとして写しを取得する。

(3)総括表の作成

’I
｢総括表｣を作成する。

総括表に審査依頼件数を記入する。

｢総括表｣を作成する。

総括表に審査依頼件数を記入する。

□
□
□
□

総括表に表示する番号は｢認定年月日一障害センターｺｰド(70～89)一枝番」

とする。

一
－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
3認定

1

(4)年金給付受付システムへの登録

’

つ
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口年金給付受付システムに｢認定中｣の登録を行う。



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金"厚生年金保険障害給付)【様式104号】
3認定

、

【総括表】

総括表総括表 別紙1別紙1

NpNp

｜ ’ 迦当曾 ’｜ ’ 迦当曾 ’｜ ’｜ ’

l l l ll l l lII

蔑賦邸隻I薪
争＝鰹11
蔑賦邸隻I薪
争＝鰹11腿定印腿定印､別悉のとおり審壷したことを藍理する．､別悉のとおり審壷したことを藍理する．以下の届癖について以下の届癖について

零歳 年 月 巳零歳 年 月 巳

瓢瓢|輔総逆｜ ‘小計｜審襄誘霊|溌溌

l l l l o l o l
l l ｜ ｜ ， ｜ ， ’

審壷誘零鴬 繁戴tW損j石子写り堀零つ
審壬鯉賎件数
面■…合口1．

小計＝“日件懇 霊完了件致
'－－－ ‐‐ ’

、 0

0 0

届塞尋
一

新鍵裁定

届書尋

釿規戟定
(術考）(術考）

再淫定再淫定

その他その他
0 1 000

））（（

その他その他
0 0

））（（

その他その他
0 0

））（（

0 ’ 0 1 0 ’ O ’ 00 0 00同含醗含醗

鯉定鯛害零毎に押印のある墹合は､淡甑〔専決)者は､麗定鯛書等に浬定印が押印されているか硫腿し､チェック楓にゾを記入すること。
渋裁(専決)者は､各楓の件数が正しいか碓塑し､ﾁｪｯｸ棚に′を配入すること｡

麗定鯛書等に浬定印が押印されているか硫腿し､チェック楓にゾを記入すること．顯鯉定鯛害零毎に押印のある場合は､決甑〔専決)者は､認定鯛書等に麗定印がり
灘2渋裁(専決)者は､各楓の件数が正しいか密し､チェック棚に′を記入すること｡

２１
※灘

※3決義は浬定日単位で行うこと割※3決義は浬定日単位で行うこと．

【総括表(記入例)】

別紙1(記入例）別紙1(記入例）

～

｜鑿鍵蕊謙織鮮…こと蕾…
職下･扇書覇について･卿扇・ど繕，…こと書…。 ベ＜
鳫藷蕊蕊唱識熟合い， ’

零歳27年9月 1s

l塞諏露I屡麦完了露|蕃雲鍵鯵｜ 小酎扇書等

淫定鯛書等に堅定内雲力寵し<配戟されていることを蓋翌した
上で哩室堅印を得印してくださいc

以下の届書零について､別添のどおり審表したことを碇錘j･る．

審査依釈件数を混入してください。
〔前回泰蚕耀挽となっ冠いるものも含む｡）

虚27年9月 1屋

審登剛鰹件数 小齢審壷完了件数雇書等 特駁

鴎繊《耳鴎】署
壬毒診猶襲W
－

ゾケ

艮猿《耳”暑
一ｸ壊淀1

"

哩定印哩定印

蕊
等に
蔵窪
して

蕊
等に
蔵窪
して

、
合
澗
る
記

く
嶋
定
い
を

な
る
鯉
て
Ｊ

認
饒
誌

押
印
者
印
ク

の
押
１
押
シ
昼

医
に
決
が
エ
い

定
毎
専
印
テ
さ

腿
諦
く
定
。
だ

に
書
職
里
し
く

、
合
澗
る
記

く
嶋
定
い
を

な
る
鯉
て
Ｊ

認
饒
誌

押
印
者
印
ク

の
押
１
押
シ
昼

医
に
決
が
エ
い

定
毎
専
印
テ
さ

腿
諦
く
定
。
だ

に
書
職
里
し
く

総
麗
は
書
か
入

総
麗
は
書
か
入

③③
審壷未完了審誇了 ｜雲§謡浅厘【専畿】窃

苓＝ｸ護錘

【備考）備考）
新規裁定新規裁定

“ 11 30 11 5 11 35 1 1 535

戸。

戸。

4m 30

再竪定

li"III～眉………
再竪定

2

1 ‘…し…“露羅｜壁雪塞
その他

0

）

｜
その他

0

）

，|謡鵜職驍磯瀧謝､ |その他

イ篝鮮灘
）

－

1含叶 42 3！ 3 36 6 ゾ

調書等毎に押印のある塔合は､決裁〈専決)者は､腿定鯛書等に麗定印が押印されているか砿鰹し､ﾁｪｯｸ樹に'を混入する筐と｡

1 102

１

その臼に審壷が盤わらなかった
件数を記入してください｡その他

審姦完了件数、審五犯
続件数の合計を記戦し
てください。

医師諏会中零で保留と
なっている件数を記入
してください感

で保留と
数を記入

0

〕

その他
0

）

審垂が完了した件数を記入してください｡
(前回審査経綴となっているものも含むu）｡|常その他

辮澱鼠講蓋灘
薯窪側二‘を記入し

）

ゾ含叶 36 6

５

3142

（（

（（

（（

※1浬定認書等毎に押印のある塔合は､決裁〈専決)者は､厘更圃番等に麗定印が押印されているか砿腿し､ﾁｪｯｸ樹にゾを配入すること。※1

※2決裁(専漆)者は､録風の件数が正しいか諏盟し､ﾁｪｯｸ欄に'を記入することp
※3決盆は哩定日毎で行うこと．
※2決裁(専漆)者は､録風の件数が正しいか諏盟し､ﾁｪｯｸ欄に'を記入することp
※3決盆は哩定日毎で行うこと．

｜
’
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赤梓:麗定医が紀鮫

冑梓§事蕃担当者が肥輩

NC 20150901-01-1 壬
付番となる｢隠定年月日都道府県
コード技番｣を配戦してくださいa

掘叫君

決酸!±哩這日毎に行ってください．



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
3認定

唇I

【障害状態認定表(新規裁定用)】

|担当者’ ’

障害状態認定表
（新規裁定用）|新法’新法

’
平成年月 日初診年月日○○○傷 病 名

羊月 日）
）

年月 日）
）

年月 日）
）

年月 日 人工職器装請日1 （ 手月
人工職器名1 （
人工臓器装薪日2 （ 年月
人工臓器名2 （
人工臓器装若日3 （ 年月
人工臓器名3 （

喉頭全摘日 （ 年月
尿路変更日 （ 年月
離切断日 （ 年月
創面治ゆ日 （ 年月
眼球摘出日 （ 年月
人工透析開始日 （ 年月
堀人工透侃土3ケ月を経過したﾛが鱒定日

在宅酸素療法開始日 （ 年月

年月喉頭全＃
尿路変’
雛切断
創面治％
眼球摘』
人工透析開

未経過分
診

年月 日）

年月 日

（(障害認定日）

障害認定日分
断

日）
年月 日）
年月 日）
隼月 日）
年月 日）
年月 日）

年月 日障害認定日以降分

書
年月 日事後重症請求分

年月 日）

年月 日

（(基準傷病の現症年月日）

初めて2級該当日分
日）

事
務
連
絡

一による聴力検証
（ 年 月
（ 年 月
（ 年 月
（ 年 月
（ 年 月

オージオメーターによる聴力検壷
（ 年 月

般良語音明瞭度 （ 年 月
心遮図 （ 年 月
レントケン撮影 （ 年 月
視力・視野検壷 （ 年 月
日常生活状況調表
その他（具体的に記入してください）

a 国年令別表・厚年令別表第1の

1級 ・ 2級 ・ 3級

b厚年令別表第2（障害手当金）の

I

認
定
結
果

日）
日）
日）
日）
日）

２
３
４
５
６
７

･号該当

c国年令別表・厚年令別表第1及び第2に嫉当しない

’ 未
固
定

永
久

1

年
５
年

３
年
２
年

4

年
症状固定状況

(障害の程度の評価等）

理
由
及
び
摘
要

’
受給権
礎生日

年 月 日障害認定日 裁定請求日 初2（1）

傷病名
コード

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 2｣4 25 26 27

1永固2呼吸器3循環器4聴力・口腔5眼6肢体7糖神8腎・肝・糖9血液・造血器・その他診断書
コード

|診断番コード追加
’｜ 号’号 永・ 年・未1級・2級・3級・不該当改定等 年 月 日

’

凸
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

3認定
I

3－3認定依頼

(1)認定依頼

口内容審査後､総括表及び認定表を記入し､診断書等を添付の上､障害

認定医へ認定の依頼を行う。

惨照】

精神障害については､【給
付指2016-67】｢別添5
精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領｣P8～10，11，15

～18参照

＜障害認定医が認定表に認定印を押印する場合＞

①障害認定医は､認定表の【｢診断書｣欄の該当部分及びそれ以降の欄】に認

定結果を記入し､【認定医員印】に押印する。

「繍申の障害に係る等級判定ガイドライン｣(以下､「万ｲドﾗｲﾝ｣という｡)の適

用対象となる認定の場合は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン事務処

理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【｢診断書｣桶の該当部分及びそれ以降の楠】以外の欄

に記入した時は､障害認定医が記入したことが明確にわかるよう記入箇所近く

に押印を行うこと。

認定結果が不支給､却下､等級下げ又は支給停止となる場合は､障害認定

医が認定結果を記入し､その認定理由について障害認定医又は担当者若しく

は両者が必ず記入すること。

なお､障害認定医が記入する場合は【｢診断書｣欄の該当部分及びそれ以降

の欄】を使用し､担当者が記入する場合は【事務連絡】を使用すること。

※不支給理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定表に記入する。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･コメントは【事務連絡】に記入し､障害認定医の指示･コ

メントであることを明記すること。

※担当者は【｢診断書｣欄の該当部分及びそれ以降の欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定表に認定結果が正しく記入されていることを確認し､総

括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定表に記入漏れ等がないか確認する。

惨照】

認定依頼にかかる事務取
扱については、 【給付指2
016-67]別添4を参

照

＜障害認定医が認定表ごとに認定印を押印しない場合＞

①障害認定医は､認定表の【｢診断書｣欄の該当部分及びそれ以降の欄】に認

定結果を記入する。

ガイドラインの適用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定ガ

イドライン事務処理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【｢診断書｣楠の該当部分及びそれ以降の欄】以外の欄

に記入した時は､障害認定医が記入したことを担当者が明確にわかるよう｢上
一I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
3認定

L

記については障害認定医による記載のものです｡｣等の文言を記入すること。

認定結果が不支給､却下､等級下げ又は支給停止となる場合は､障害認定

医が認定結果を記入し､その認定理由について障害認定医又は担当者若しく

は両者が必ず記入する。

なお､障害認定医が記入する場合は【｢診断書｣欄の該当部分及びそれ以降

の欄】を使用し､担当者が記入する場合は【事務連絡】を使用すること。

※不支給理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定表に記入する。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示‘コメントは【事務連絡】に記入し､障害認定医の指示・

コメントであることを明記すること。

※担当者は【｢診断書｣欄の該当部分及びそれ以降の欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定表に認定結果が正しく記入されていることを確認し､総

括表に障害認定医の印鑑を押印する。 、

④担当者は､認定表に記入漏れ等がないか確認する。

(2)複数の障害認定医に対する認定依頼

’’
口判断困難な等級変更等の事案は､別の障害認定医に対して医学的な意

見の依頼を行う.

＜別の障害認定医に対して医学的な意見を求める場合＞

以下のような事案に該当する場合は､判断困難対応者に確認した上､別の障害

認定医に対して医学的な意見を求め､より慎重な判断を行う。

・ 障害認定医より､地域の実情(就労支援の状況など)を勘案すべきとの指

摘のあった事案。

・ 障害認定医より､当該障害に対してより専門性を持つ障害認定医の医学

的判断が必要との指摘があった事案。

・ 障害状態の判断等について､高度な医学的判定が必要とされる事案。

ﾛ■■■■■■1
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

’

第智嚢第智嚢
壜金鵠志■（国晨年金。犀生年金縁鮒審紺付）

'm橡塞104Wl

壜金鵠志■（国晨年金。犀生年金縁鮒審紺付）

，､橡塞1，⑲4‘等I

4．返戻4．返戻
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
4返戻

■■■■■■■■■

4－1 返戻

内容審査の結果､整備できない不備､又は必要な書類が添付されていない年金

請求書については､原則として受付拠点(年金事務所等)を経由して請求者へ返戻

する｡また､障害年金センター直送分については､原則として障害年金センターから

請求者に返戻する。

なお､年金給付受付システムには返戻の理由を具体的に登録する。 驍足】

届書を返戻せ家本人照
会を行い、処理を保留す
る場合は、専用のBOX

（赤色）で保管し､年金

給付受付システムの処理
状態等｢本人照会日」を
登録する。

本人照会が終了しだ場合
は､処理状態等｢本人照
会済日」を登録する。

(1)年金事務所｡街角オフィスの窓口受付分

(1)－1年金事務所･街角オフィスへの返戻処理

窓口受付した年金事務所又は街角オフィスへ返戻する。

①返戻文書の作成

’
｜

’

口年金給付受付システムにおいて内部返戻情報登録画面より｢内部返戻

作成中｣を登録後､囚萱l返戻送付票を作成し､決裁を受|ﾅる°

●年金給付受付システムへの登録

年金給付受付システムの｢内部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成

する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)を設定する。

惨照】

【障害審査支援システム
操作マニュアル]P75~
87r5､障害審査業務(5.10
～5.13)」

②返戻文書の送付

’’
口上長の決裁後､年金給付受付システムの処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､窓口受付をした年金事務所若しくは街角オフィスへ返戻する。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺビｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。

’
I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

4返戻
q

I

(1)－2年金事務所･街角オフィスへの照会

審査において､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､窓口受付し

た年金事務所又は街角オフィスに対して照会を行うときは､以下の手順で行う。

①年金事務所｡街角オフィスへの照会の方法･書類の保管

口年金事務所街角オフィスへの照会は､口頭電話又は文書により行い、

年金給付受付システムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入

力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中」

を登録する。

●回答期限

回答期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程

度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

’
1

口年金事務所･街角オフィスへ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOX

に保管し､照会の内容･進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

ロ障害年金センターの担当者は､提出期限までに年金事務所･街角オフィ

ス担当者から回答がない場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日

以内に文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は-年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､上記（.I）－1を参照の

上､該当する年金事務所若しくは街角オフィスへ年金請求書を返戻する。

■■■ロ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
4返戻

(2)年金事務所｡街角オフィスの郵送受付分

(2)－1請求者への返戻処理

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分については､障害年金センターで点

検･審査を行い､障害年金センターから請求者へ返戻する。

【参照】

郵送分の返戻については、

【品管情2014-61※】
参照

①返戻文書の作成

’’
口年金給付受付システムにおいて外部返戻情報登録画面より｢外部返戻

作成中｣を登録後､EL鉦返戻送付票を作成し､決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

年金給付受付システムの｢外部返戻登録j機能により返戻送付票を作成

する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

②返戻文書の送付

’’
口上長の決裁後､年金給付受付システムの処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､請求者へ返戻する。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺビｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。

③再提出勧奨(返戻後の提出が無い場合）

口担当者は、日々、受付進捗管理システムを確認し､再提出期限までに返

信がない場合は､再提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に文書又

は電話により勧奨する。

●再勧奨の提出期限

再勧奨の提出期限は､再提出期限(1回目)から15日経過した日を設定

する。

●再提出がない場合

再提出期限(1回目)から15日経過しても提出がないものは､速やかに再

提出の有無を確認する｡再提出がない場合､システム登録者は｢外部返戻

済｣として､システム上の処理を完結する。

一
I
｡
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

4返戻
I

(2)－2請求者への照会

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分について､審査において､職員による

補正ができない不備が確認できた場合で爵請求者に対して照会を行う場合は､障害

年金センターから以下の手順で行う。

①請求者への照会の方法･書類の保管

’’
口請求者への照会は、口頭､電話又は文書により行い､年金給付受付シス

テムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

口請求者への照会は、口頭､電話又は文書により行い､年金給付受付シス

テムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態登録等に｢本人照

会中｣を登録する。

●回答期限

回答期限は補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程度、

その他のものは原則1月程度)に設定する。

’
口請求者へ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内

容･進捗を共有管理する。

口請求者へ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内

容･進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムの処理

状態等に｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

ロ障害年金センターの担当者は､提出期限までに請求者から回答がない

場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話に

より勧奨する。

ロ障害年金センターの担当者は､提出期限までに請求者から回答がない

場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話に

より勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目>から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムの処理状

態等に｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､(2)－1を参照の上､請

求者へ年金請求書を返戻する。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)【様式104号】
4返戻

＆1

(3)請求者からの直接郵送分

惨照】
郵送分の返戻について
は、 【品管情2014-61

※】参照

(3)－1請求者への返戻処理

請求者から障害年金センターへ直接郵送で提出された年金請求書については、

障害年金センターで点検･審査を行い､障害年金センターから請求者へ返戻する。

①返戻文書の作成

上記｢(2)－1｣の①を参照する。

②返戻文書の送付

上記｢(2)－1｣の②を参照する。

③再提出勧奨(返戻後の提出が無い場合）

上記｢(2)-1-|の③を参照する。

(3)－2請求者への照会

請求者から障害年金センターへ直接郵送で提出された年金請求書について､審

査において､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､請求者に対して

照会を行うときは､以下の手順で行う。

①請求者への照会の方法･書類の保管

上記｢(2)－2｣の①を参照する。

②提出勧奨

上記｢(2)－2｣の②を参照する。

声

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金≦厚生年金保険障害給付)【様式104号】
4返戻

(4)医師照会

医師照会とは､障害年金センターから直接医療機関へ照会するものをいう。

照会の際には､その根拠を示すため､精神の障害については､必要に応じて｢障

害年金の診断書(精神の障害用)記載要領～記載にあたって留意していただきたい

ボｲﾝﾄ～｣に言及することにより､適切かつ充足した内容となるよう促すこと。

事務担当者は､照会する事項及び内容について､適宜障害認定医と連携を取り

ながら状況を確認･把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残す。

【参照】

【障害審査支援システム
操作マニュアル】P63~

74『5障害審査業務〔5.6
～5.9)」

①医療機関への照会の方法･書類の保管

’’
口医療機関への照会は、文書により行い､年金給付受付システムにおい

て､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

口医療機関への照会は、文書により行い､年金給付受付システムにおい

て､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢医療機関等照

会｣を登録する。

●回答期限

回答期限は回答に必要な相当の期間(1月程度)に設定する。

’
口照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内容.進捗

を共有管理する。

口照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内容.進捗

を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢医療機関等回答｣を登録する。

②提出勧奨

’|･鬘蔑茎難:臺薑篁錺響謹駕鑿鰯欝
ロ障害年金センターの担当者は､提出期限までに回答がない場合は､提出

期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢医療機関等回答｣を登録する。

－
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〆

機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
4返戻

1

【参考】 「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

(1)精神の障害にかかる本人等への照会について

口精神の障害については､障害認定医が日常生活及び就労に関する状況

の詳細(病状等を含む｡）情報を収集する必要があると判断した場合は、

本人等に対しては､「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

を使用して照会を行う。

【参詞

【給付指2016-67】「別

添5精神の障害に係る
等級判定ガイドライン事
蓋処暹要領」Pg参照

①照会文書で照会する内容は､請求者等本人や家族の負担に配慮し､既に提

出されている各書類の記載内容から確認することが困難な事項に限ることとす

る。

②事務担当者は照会する事項及び内容について､適宜障害認定医と連携を

取りながら状況を確認･把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残すこ

と｡

③「日常生活及び就労に関する状況について(照会)｣を送付する場合は､次の

点に留意すること。

ア「障害年金にかかる日常生活状況等の照会について｣をあわせて送付する

こと。

イ既に提出されている各書類の記載内容から確認できている項目や､確認不

要となる項目は､あらかじめ斜線で抹消すること。

なお､斜線は職員が抹消したものか､本人等が抹消したものか区別するた

め､PC(エクセル)上で抹消対象の欄(セル)を｢セルの書式設定｣→｢罫線」

の設定により斜線を設定したうえで印刷したものにより照会すること。

ウ既定の項目に含まれない請求者(受給者)の個別の内容について照会をす

る必要がある場合には､照会様式の｢4.その他の事項にかかる下記設問に

詳しく記入してください｡」欄を使用して照会すること。

なお､機構における事務統一の観点から、日常生活及び就労に関する状況

について本人等へ照会する場合は､内容の如何にかかわらず､この照会様

式を使用することとし､任意様式の書面を使用しないこと。

エ照会文書の提出期限については､次表の目安を参考にして請求者等に過

度な負担とならないよう照会の内容に応じて十分な期間を設けて照会を行う

こと。

提出期限の目安照会事項

本人等のみが記載する申立書の追記等を依頼

する場合

｢日常生活及び就労に関する状況について(照

会)｣の記載依頼

2週間程度

2週間程度

1月程度本人等を経由して医師照会を行う場合
Ⅱ

ー
■■■Ⅱ■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

4返戻
8■■■■■■

(2)提出期限後の督促

□ 期限を過ぎても本人等から｢日常生活及び就労に関する状況について

(照会)｣の回答が提出されない場合は､「障害年金にかかる日常生活状

況等の照会について(再依頼)｣を送付し､再度提出を求める。

(参考）等級判定を行うにあたり､次表に例示するケースは､請求者(受給者)又は

診断書作成医へ照会を行うことが望ましい場合である。

■

主なケース照会先及び照会事項
－

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級ﾖ醗当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書から日常生活及び就労に関する状況を

十分に読み取れない場合。

請求者(受給者)から、日常

生活及び就労に関する状況

の詳細に関する情報を収集

する。

字

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書に記載された日常生活能力と比べ、「日

常生活及び就労に関する状況について(照会)」

から読み取れる程度が不整合である場合。

診断書作成医に対し､診断

書に記載された日常生活能

力の評価内容を確認する。

＝ 三P一一＝ー

･診断書の内容が､認定に必要な事項の記載が

乏しいために､認定に支障がある場合。

診断書作成医に対し､記載

要領で示している内容に関

する確認や追記を依頼す

る。

－ － 』
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
4返戻

【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】(1，2ページ）
Z白金圭落における“の寵画や閥麗我専扇圏の方からの擾醗1＝いて八体的に庭入ぱ寛蕗きい

2塵I垂から窪鰯径うけて1､正す倉81 ﾍﾙﾀ催瞳塵【醍萄： 〕その魁《 】
臼燃生活及び就労に関する状混について(照会）

こめ香頚Iま一審基謹(厚皇》年全の睡二あ7‐て､鵠求言〈受鐘毒ﾂご本人の日幣窒透状翻や
彼労に別する我妻を脚し<顛浬させていた鰹<必要部あると認め愚れた璃合に、お送りしてい鐵・
唾畦1』ていただいた内容は.審壷の賢料となり蔀b〕

一一一一=■■●●●

！＜重入する前にご菌麗ください＞

|塞蕊溌鶏耀辮縦醗蓮塞鯵|鍬E凝錘重るごと瞳"よう頓

女家

壷を一主R毎画壺珪

O顔軍審〔受睡｝
よく埋堀i死L,ろ方が睡入1ズベfざ含い、

O今回ご願会する内容は､廓菖ご揖出いた擢いている古都から滝麗寸名ことが
困麹であったものとなりますo日本年金擾禰が躯尾した羽目以外の關に動い
ては‘妃入していた涯鰹裏はあり龍せん．
○.各項目の肥入にあたっては､4ページ⑱r紀入上の＝｣蚤をご随麗ください。
Oこの啓類が提出さｵ1ない堀合は､寸で仁捜型され詮麦料で審壷壷させていた
だく塘合力蝿り封．

入浴や
講認装】9

舎健袴理と
買い説

_」｜ 麟奉念《曇雌鋤農名 ’ 生翠月日

’
毎
雍’

野塑
傘 ･月 臼駁

二l 車庫 竿 月頃の状塵についてご回答<だき醜

1入簾・入農・在宅・その篭《 ） 異露〃＝鰹生霊整壇1こつもx誼雌豊寸毛もの雷Oで直施で<崖い、画

||臓謎麗瀞塞翼‘髄"よu趣I壷い壷I 扇和，

r入瞭畢画止ている場合I主次…§よ“Mごついてわかる亀謹で里入して<鱈さい。

'⑩入霧【入蔑】し胎舞繭 I 扇和、宇皮 旱 mから

建零”
ヱユニケ診幽

秒入所(入錠1静か5の日常生融の
鰻幼稚皇

安全握錦及び
危謹対庵

｜ あり ・ なし在宅』の増合に.岡9人の軒■につも､て砿当する方にOを

唇愚識『あり｣の埴き娃下“雪.『なし』の増さ！…露

｜溌異鰡綴.|雇熱《琴【
“居
あり

l亜烏全垂種なった勢粛 I 隠鞄。

在宅』の増合に.岡9人の軒■につも､て砿当する方にOを

罷呉打・子【河国名について賎墨するもの
を全てロで勇睡<擢都､．

率国
あり

璽降全塞涯なった謙期

付I淀〈漣さい。＝

唇愚識『あり｣の埴き娃下“雪.『なし』の増さ！…鯉入t案〈膣さい。

｜溌異鰡綴.|雇熱《琴【 ム･《瞳“
“居
あり

l亜魯奉塞種なった勢粛 I 隠鞄・亭衷 ．年

人､《醗脈

趣転や癖が
あるものへの
取り瞳み症】〈御】 ・父・垂

麺篭（ ）

詮套での

塗亭嵯き
坤包塑脅a■
画_宮"_毎垣一
寸五 軍逮■？

丙がら

④殉除草野生蕊f二なｮた理由里び
なし単烏生活となってからの日粛
塗壬の塑助我現

喜覇邑司録､王昆ぱ荷兜.亜波の竹踵専》垂受けている筐とがあ制農逗入ljてく麓さい喜覇邑司録､王昆ぱ荷兜.亜波の竹踵専》垂受けている筐とがあ制農逗入ljてく麓さい

【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】(3,4ページ）

I

＝ －

I
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享虞 年 月 日

鯛求符〈壁給打】氏名（

頗入竹氏名（ ） 曇

》 翻

皿急打l皇瞳

可

■$蜘働骨6 ，

記入君竃蹄番号《 》

庫■承鞠【費維容I副外ら方試里入さただ盛含喧.『■春画媛働師昌s8とおお営忌
n塁八各員署IJ随承S【量域q;との画蓑〆里入暑董回已蜘を里人贈E《鰹誕､。

’

的 乏①甑の事項I動､かる下鰹攻囲に辞し<配入迄定ください畠

日常生活及び就労に関する我混について(照会)の配入上の達童

#_達垂窪響＝いて

of逸入蹄t入践1丹から画日永空昂の腿餉睡l嬉雇望段で’

希生＝32悟乳は鋤二挺入し電鱸冬い’

・瞳伺雇あり』曜堤の連』を葱ん瞠国念は.か奇巨F1陣貝隠者

①同腰な都祖駐いる塙白催.人擾も堤入して《隠畠も,．

。『助側園な&』鋤F単持主無となって評も②日禾生恩の腿鴎倹
の内容や本人の日帝生舗龍力召脚媒的に腿入1奨嘩きい．

塾日念窯電に〃ける嘩寄の騨口や岡胤有等刷剛勧力から⑨繊輸I

｡『、罫邑峻の鯉肋潭ｲｵでいますか,11*ﾛ独丸するもの&◎で週

rそ⑳蝋｣蚤調Aj蝿増禽吟.H体的に瞳郎幽喚I'ているか《たと

・砲日需全培国哨遜jは｡＊人の同市主趨輸力副l毒もう丈
ざ､.《各饗の【幽廟者1吟.“浬鞍阻眺有と負毬暑埆力のみ
3.蝉K弥竃》蚊呈一ももて

．即盤移史幅祉写皇箭)にうい司蛙.”支腫事墨斎や州
Cで襲心で〈藍望､．

・吟OBの勘趨血幽聞働l蛤,■逢噛Ro亭蝿を座入Lて4

・曙1カ月のn座噸印日割は.嚢窪ｶ脚甸早均呂里人唖
・吃輪丹の帖岡I睦.墾竝月③平也穫の平均そ塞入とて《』
。、屋遷且踊聾野隅j建掴竃a,らあ日光事屋閉塞③鯵､にき

・嘩仕亭堪でせ③侭婁閃と鋤垂島ニヶーシ準の伏垂髪ご淫

るか. 姫の甚東民と②竃里睡過の4k曇帯を典侈的恒星入しで

・畑》仕事塔で受#粍L喝個助岬椣母層ご重人“さい･‘伽勘’

なく､憧事の内禰零で“ざ恥てL窪ご鐘4愚れ嬉鳳I鰄1翠
w”そ旬戯契､寄蛋含めた、圃炊里、 #Iま.四1力HのE

とむ』辱醒入唾ください．

の恨餉状翼l嬉隻望尭での

epa禾生恩の腿鴎状璃

唾』蛙.趣剥支纏事象斎や舟蚊

E堅L載芝

日赤竺雪捻塞獅定も塾#ても喝l且鹸の内おや木人の日

‘きい＊

喝合は.が寺巨副陣貝罵省画眼惰童たは牢人と創団彊雪“1琿蝿きい･岡じ趨関

b壇入して《穏心も,．

lは.単身生端屋他めてからロ講座堵で曇I侭いる似軸

脚に腿入1奨嘩きい．

将刷剛勧力から⑨繊輸陣つい種
感触劃するもの&◎で錘ん武雅課0ｹなお,『靭幽を嵐ん彪喝向!“綱を。

『郎幽駒I'ているか《たとえ跨琴ﾜｰｶｰな勤号か堯戊ig箪入じて〈樫も､・

聖輸力副l毒もうえ君､●寺と御鐵ので･て宙も鰹けN体釣に軽入し郵麓
l眺有と負毬暑埆力のみ.異型して下さい6'1

囚作茎厩唾腱鰯■塵いる過食崖『慈祉事郵目権

言い｡

b瞥嘩嘆く窪い、

狸入とて鐸塞凡． ．
'ぬ移四に与蝿升蝕跨望XLてく鍵い、

'伏至里ご逼入軽挙､.』唾仕事の伽皐佳ど⑭よう毎万錘曇I9Zい
‘

に墨入(塞ぐ鐸､．

&浄幽姻醜的内容.銭“】lま､具体釣厘裡跡の内騨や必区画施吃

'馴繊1幸入して錐毎､・
剛力Hの勘漏噸候ぞ⑳鰭切以釣に耐たつ毒不傷l麺じている二

’

3畠戟労〈作婁)状浸について窪軌勇(祥療池唖る塙合にのみ混入I兵<世さい.

、麹麗姿【蚕社亭星所】について

隆屋擢遷垂
I先五噸壹童垂ひ与好室哩迅口嵯_唖邑事亘諒2

翻転拳奉&■宝晶r劃翫塞戯尭Bq▼■g■｡ー一画守宅

罰伽つから鼬穰【劃岐1t垂いますか．

曇1日の、厩噸画畷間

園1カ月の鴎隆(馴班】臼戴

物1カ月の輸料

3．通勤方巽

勘蓮勤歸要諦間

塁謁鋤《彊跨墹の付緬人の秀■

、就労内容嘩鴻における戯分の睡幽する錐事の内容専瀝里入Lてく麓さいも

渉些事堀で趣の径室風との皀違ﾕﾆヶｰｼｮﾝの撰呉農ご厘入ください。

砂.佳事堀で塾↑ている廻助の収規蜜ご鯉入ください.(圃助の内容､瓢度）

悪就労差組圧才ろため淀.翠崖や専門臆寄から受絵乏いる麺堰外宅の室温廃忘呼ぶあれ健.厘入ゼピ

〔鎧害いき

鰯その鎧(欠並等を含功彪塾議恢要等1

-夢企エ・換祉事塞・その迫（ 】 ’

－通■用 ･緯害毒星座・ 画き ・その急ぐ 】

射警嘩暖《A型 ｡ B受 〉 ・理雰勝行

園扣・平康 年 月から

平均 鋳、 分

平均 日

荷【 的 円1 ． 鮒

廟遜・パス・率・佳渉・その他（ 】

吟閥 オ）

あり《聿人との醜係: ） ・ なし



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
4返戻

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について】

'1z"XX年XX月XXII'1z戒XX年XX月XXIl

○○○○微○○○○微

日本年金機織

○○○○○○○○

日本年金機織

○○○○○○○○

瞭害年金にかかる11術生活状況等の照会について瞭害年金にかかる11術生活状況等の照会について

I 1頃より年金制度の迩鴬に対するご理解とご協力をいただき、ありが

とうございます。

あなた様より[諦求／届出]のありましたOoOoOOを審蕊したとこ

ろ、雛l1感類に記鞭されたlﾉ熔に加えて、 日柑生活及び就労の詳しい状

況に関する鯛査が必要となりました。つきましては、別添の様式『|I常

生活及び就労に関する狄況について（照会)」をご記入の上、 ド記の提出

期限までにご提出ください。

11頃より年金制度の迩鴬に対するご理解とご協力をいただき、ありが

とうございます。

あなた様より[諦求／届出]のありましたOoOoOOを審蕊したとこ

ろ、雛11感類に記鞭されたlﾉ熔に加えて、 日柑生活及び就労の詳しい状

況に関する鯛査が必要となりました。つきましては、別添の様式『|I常

生活及び就労に関する狄況について（照会)」をご記入の上、 ド記の提出

期限までにご提出ください。

提出期限平成XX年XX月XXR提出期限平成XX年XX月XXR

お手数をおかけいたしますが、ご協力をよろしく鵜願い申し上げます。

なお、やむを得ない理由等により提出期限までの対応が困難な場合や

不明な蕊がある場合は、下記までお問合せください。

お手数をおかけいたしますが、ご協力をよろしく鵜願い申し上げます。

なお、やむを得ない理由等により提出期限までの対応が困難な場合や

不明な蕊がある場合は、下記までお問合せください。

※提州期隈室でに提州がない鰯合は、現在提出していただいている書頬のみ

で審査を進めさせていただく嶋合がありますので、ご承知おきください．

※提州期隈室でに提州がない鰯合は、現在提出していただいている書頬のみ

で審査を進めさせていただく嶋合がありますので、ご承知おきください．

【お問い合豹せ先】

〒XXX-XXXX

○○市○○X-XX-XX

I1本年金機機○○○○○○

○○○○グループ担当○○

電話XX-XXXX-XXXX

【お問い合豹せ先】

〒XXX-XXXX

○○市○○X-XX-XX

I1本年金機機○○○○○○

○○○○グループ担当○○

電話XX-XXXX-XXXX

－』
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
4返戻

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について(再依頼)】

平成年月 側

○○○○様

日本年金維鵬

OOOOOOOO

障害年金にかかるH総権活状況等の照会について（得依頼）

日頃より年金制度の運営に対寸･るご理解とご協力をいただき、ありがとう

ごさいま･#－．

先に〔蹄求／ﾙﾊ出］がありました「OOOOoo」を群恋したところ、日

常生活や就労の詳しい状況に関する硫羅が必要となりましたので、過fi、 『日

術生播及び戟労に閲する状況について（照会)1のご提出をお願いする誉而を

お送りしているところですが、××月xxH現在、提出の確鰡ができていな
いことから、再度ご巡絶させていただきました。

つき座しては、同封し皇した『ロ常生活及び就労に間する状況について（114

会)jをご記入の上、 ．ド記の提出期限までに提州をお願いします。

描出期限平成X×年xxHxxH

お手数をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い致します‘

なお．ご不帆な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

※本状と行き述いですでにご提剛いただいている鰯合は、ご容赦願います。

※提出期限までに提州がない珊合は、現在提出していただいている書頬の

みで群査を進泓)させていただく聯合がありますので諺ご承知おきくださ･い。

【お問い合わせ先】

〒×××－××××

○○市○○×－××－××

日本年金機職○○○○○○

○O○○グループ 拠当○○

電話×××xxx－×xxx

一
I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 露悪調

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
4返戻

一
h

4－2返戻後の再受付

口返戻後､再受付した届書は､返戻前に貼付した二次元ｺｰドシールを活

用し､年金給付受付システムの進捗状況更新画面で処理状態｢返戻後

の再受付｣を登録する。

口返戻された届書を再点検前の届書等専用の緑BOXに保管する。

口返戻後､再受付した届書は､返戻前に貼付した二次元ｺｰドシールを活

用し､年金給付受付システムの進捗状況更新画面で処理状態｢返戻後

の再受付｣を登録する。

口返戻された届書を再点検前の届書等専用の緑BOXに保管する。

【参照】

書類の廃棄にかかる取扱
いについては、 【品管指2

015-64】を参照

返戻中専用の黄BOXに保管されている返戻書類(控え)を廃棄する場合は、

施錠可能な保管場所に4月保管の上､廃棄する。

－

■■■■■■■■■I■■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

’
Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

’

Ｉ

ｌ

．■ロー■ー

駕織章

年金胴求害（国民年金・庫主筆金優瞳障官給微〉

I繊式'104W

5．認定後審査・入力5．認定後審査・入力
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

r~~~一

5－1 認定後審査

既に事前審査において審査した内容と重複する部分があるが､事故防止

のため再度確認する。

(1)認定結果の確認

口認定結果が｢国民年金･厚生年金保険障害認定基準｣や既に処分済の

内容と整合性があるか確認を行う。

口認定表に記載されている診断書ｺｰドと傷病ｺｰドの整合性を確認する。

また､｢事務連絡｣、｢認定結果｣､「理由及び摘要｣の欄を確認し､受給権

発生後の｢等級改定｣、「診断書ｺｰド追加｣、「差引き率｣又は｢別年金」

の決定や｢併合認定｣等がないかについても確認する。

年金請求書⑭欄で｢請求傷病｣を確認する。

請求傷病ごとにそれぞれ認定が行われていることを確認する。

書類を整理して綴じる。

(2)年金給付受付システムへの登録

’

(3)資格要件

□ 次のいずれかに該当しているか確認を行う。

初診日が､昭和61年4月1日以降の厚生年金保険の被保険者であっ

た間であること。

発病日が､昭和61年4月1日前の厚生年金保険(船員保険)の被保険

者であった間(昭和40年5月1日前の第4種被保険者であった間を除

く｡）であること。

厚年法47条

60改附64条1項・6

5条

(4)納付要件の確認
’

’
障害厚生年金･障害手当金を受給するための保険料納付要件は､次のいずれ

かに該当することが必要である。

①初診日の前日において､初診日の属する月の前々月までの保険料納付済

期間と保険料免除期間を合算した期間が､被保険者期間の3分の2以上であ

る場合(3分の2要件）

計算方法は､次のとおり。

保険料納付済期間十保険料免除期間〉2

初診日が平成S年5月1
巳前の時は、月の前ﾒﾏ目
は目前における直近の基
準月（1，4，7、10
月）の前月とする。

霊保険者期間(保険料を納付すべき期間)＝3

小数点まで計算の上､2/3=0.6666…と比較する。
一

ー

障害年金審査業務マニュアル

186

口年金給付受付システムに｢認定済(経過)｣の登録を行う。

口請求傷病の初診日により､納付要件を確認する。



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

ア3号特例期間を有する場合は､｢3号特例届出年月日く初診日｣であるこ

と

イ免除期間を有する場合は.｢免除申請年月曰く初診日｣であること

ウー部免除については､当該月が一部保険料納付済期間で､かつ､「納付

年月曰く初診日｣であること

②平成38年4月1日前に初診日がある場合は､初診日の属する月の前々月ま

での直近の1年間における被保険者期間が全て保険料納付済み期間と保険料

免除期間である場合(直近1年要件）

ただし､初診日において65歳未満である者に限る｡（※注）

(※注)初診日が平成8年4月1日前にある傷病による障害であって､当該初診日に

おいて6改附11条1項の規定による被保険者(65歳以上の国年任意加入被

保険者)でなかった者は､ただし書に該当しない。

【参照】

60改附20条1項

60改附21条
6j措置令28条の2

(保険料納付済期間）

①国民年金第1号被保険者期間及び昭和61年3月31日以前の国民年金被

保険者期間のうち､保険料を納付した期間(任意加入被保険者期間を含む）

②国民年金第2号被保険者期間(20歳前と60歳以後の期間も含む）

③国民年金第3号被保険者期間

④昭和61年3月31日以前の被用者年金制度の加入期間(昭和36年3月31

日以前の期間及び20歳前と60歳以後の期間も含む）

(保険料免除期間）

①国民年金第1号被保険者期間及び昭和61年3月31日以前の国民年金被

保険者期間のうち､保険料の全額免除を受けた期間

②国民年金第1号被保険者期間のうち､平成14年4月からの保険料の半額免

除を受けた期間

③学生の保険料納付特例､若年者の保険料納付猶予を受けた期間のうち､保

険料を追納しなかった期間

保険料納付済期間、保険
料免除期間は、老齢基礎
年金の場合と異なるので
注意する。

平成17年4月から承認

期間の遡及に伴い、初診
日より前に申請があった
場合の申請日以降の期間

は、保険料免除期間とさ
れることとなった。

平成18年7月から多段
階免除の導入によりS/4
免除ざ1/4免除期間も含
まれる。蜘診日の前日に
おいて納付されているこ
と）

●任意加入未納期間の取扱い

平成26年4月1日より､老齢年金等の支給要件の確認においては､60歳未満の

国民年金任意加入未納期間をあらたに合算対象期間に算入することとなったが､障

害年金の納付要件の判定においては､従前通り当該期間を国民年金の被保険者期

間として取り扱うとともに保険料未納期間として取り扱うことに留意すること。

■[－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

5認定後審査・入力

【特定期間の取扱い】

平成25年7月1日に｢公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための

厚生年金保険法等の一部を改正する法律｣(平成25年法律第63号｡以下

「厚年法等改正法｣という｡）が施行され､3号被保険者とされていた被保険者

期間(平成25年6月以前の保険料納付済期間(3号特例該当届による届出期

間を除く｡）に限る｡）のうち､第1号被保険者の被保険者期間として訂正がなさ

れた期間であって､保険料を徴収する権利が既に時効によって消滅している期

間(以下｢時効消滅不整合期間｣という｡）について届出をすることで､保険料納

付要件を計算するにあたり､保険料免除期間(学生納付特例の期間)と同等の

ものとして取り扱われることとなった。

納付要件を確認する際に､特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の

期間)として算入することのできる条件は次のとおり。

※
９

壷
壷
空

１
１
１

３
．
３
３

１
如
麺
如

藤
》
》
》

要件

特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期
間)として算入できない。

特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期
間)として算入できる。

特定期間該当届が初診日の前日以前に提出され
ていること､又は､初診日以後に不整合期間の訂正

がなされていること。

特定期間該当届が初診日の前日以前に提出され
ていること。

要件

特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の斯

間)として算入できない。

特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期
間)として算入できる。

特定期間該当届が初診日の前日以前に提出され
ていること､又は､初診日以後に不整合期間の訂正

がなされていること｡

特定期間該当届が初診日の前日以前に提出され
ていること。

初診日

平成25年6月26日(公布日）
より前

平成25年6月26日以後､平

成25年9月30日までの間

平成25年10月1日以後､平

成30年3月31B(特定保険

料納付期限)までの間

平成30年4月1日以後

初診日

平成25年6月26日(公布日）
より前

平成25年6月26日以後､平

成25年9月30日までの間

平成25年10月1日以後､平

成30年3月31B(特定保険

料納付期限)までの間

平成30年4月1日以後

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

【厚生年金保険の障害年金にかかる保険料納付要件】

法律改正時の初診
日から認定日まで
の間等の経過措置

法律改正による
原則的な経過措置

厚生年金保険法
による納付要件初診年月日

初診日の前日において､当該初診
日の属する月の前々月までの1年
間のうちに滞納がないこと､かつ、
初診日において65歳未満であるこ
と

初診日の前日において､当該初診
日の属する月の前々月までで3分
の2要件を満たしていること

平成38年3月31日
～

平成8年4月1日

直近1年要件は､初診日が当該期

縄灘澪さ潔讓關
限なし

初診日の前日において､当該初診
日の属する月の前々月までの1年
間のうちに淵納がないこと

同上

平成8年3月31日
～

平成7年4月.1日

同上同上
平成7年3月31日
～

平成3年5月1日

初診日の前日において､当該初診
日の属する月前における直近の基
準月(1月、4月、7月及び10月)の
前月までの1年間のうちに滞納がな
いこと

初診日の前日において､当該初診
日の属する月前における直近の基
準月(1月､4月､7月及び10月)の
前月までで3分の2要件を満たして
いること

平成3年4月30日
～・

昭和61年4月1日

初診臼の前日において､当該初診
日の属する月前における直近の基
準月(1月､4月､7月及び10月)の
前月までで3分の2要件を満たして
いること

又は

初診日の前日において､当該初診
日の属する月前における直近の基
準月(1月､4月､7月及び10月)の
前月までの1年間のうちに滞納がな
いこと

初診日の属する月前の公的年金
加入期間を合算した期間が6月以
上であること

昭和61年3月31日
～

昭和59年10月1日

’
同上

昭和59年9月30日
～

昭和51年10月1日

初診日から起算して1年6月を経過
した日の属する月前の厚生年金保
険の加入期間が6月以上であるこ
と

昭和51年9月30日
～

昭和49年8月1日

初診頁から起算して3年を経過した
日の属する月前の厚生年金保険の
加入期間が6月以上であること

昭和49年7月31日
～

昭和27年5月1日

初診日から起算して3年を経過した
日の属する月前の厚生年金保険の
■一一一弘屍、面、士一一画L江 口一二＝一一一』

加入期間が6月以上であること

昭和27年4月30日
～

昭和26年11月1日

昭
和
２
２
年
９

月
以
降
発
病

初診日から起算じて2年を経過した
日の属する月前の厚生年金保険の
加入期間が6月以上であること

昭和26年10月31
日

昭和22年9月1日
初診日から起算して2年を経過した
日の属する月前5年間に厚生年金
保険の加入期間が3年以上である
こと

昭
和
２
２
年
９

月
前
発
病

昭和27年4月30日
～

砺和22年9月1日

初診日から起算して2年を経過した
日の属する月前5年間に厚生年金
保険の加入期間が3年以上である
こと

昭和22年8月31日
～

昭和17年9月30日

注1表中｢初診日から起算して1年6月(2年､3年)を経過した日｣とあるのは､1年6月(2年､3年)以内に症状固

定又は治った場合は｢その日｣となる。

注2三共済の場合は､経過措置等があるため留意すること。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

’

(5)生計維持の確認

障害厚生年金の加給年金額の加算の対象となる｢配偶者｣及び｢子｣に関す

る生計維持関係の認定については、「受給権発生日若しくは障害厚生年金に

係る加給年金額の加算開始事由に該当した日｣(生計維持関係等の認定を行

唐照］

平成2S年3g23B

年発0828第1号
「生計維持関係等の認定
基準及び認定の取扱いに
ついて」

『生計同一要件』及び『収入要件』を満う臼(以下｢認定日｣という｡）において、

堕壜生受給権者と生計維持関係があるものと認定される。

－－1＜生計維持関係の認定＞

生計同一要件十収入要件一生計維持関係にある

①生計維持証明欄の記入

【参照】

糟篝蕊濁を
改正する法律」（以下「障

害年金加算改善法」とい
う｡）

□□ 生計維持関係の申立の記入､署名(又は記名押印)等記入漏れがない

か確認する。

収入関係について｢はい｣か｢いいえ｣に○が付されているか確認する。

生計維持関係の申立の記入､署名(又は記名押印)等記入漏れがない

か確認する。

収入関係について｢はい｣か｢いいえ｣に○が付されているか確認する。

５

如
祁
如
釦

藤
棚
》

画画

受給権が発生すると思われる時点での生計維持関係について､記入されて

いるか確認する。

②添付書類等の確認

’
【参照】
平成17年12月16日

庁保険発第1216“1号
社会保険庁運営部
年金保険課長通知

障害認定日による請求の場生計同一関係の認定に必要な書類については、

合は､障害認定日以降かつ請求日以前6月以内､事後重症による請求の場合

は､請求日1目以内のものを添付する。

③生計同一要件(事実婚関係除く） 【参照】

平成27年9月S0B
年管管発0930第22=
厚生労働省年金局事業管
理課長通知

③－1添付書類

’
請求者と加給年金の認定対象者(以下､｢認定対象者｣という｡）の生計同一

関係の認定については､下記の【生計同一要件を確認する書類】に記載された

書類に基づき行う。

認定対象者の状況区分に応じた書類が提出されていることを確認する。

＜注意＞

・遡って障害認定日請求を行う場合は､受給権発生時の生計同一要件が確

認できる書類の提出が必要となる。

・裁定請求時と住所が異なっている場合は､戸籍の附票又は住所の変更履

歴の記載のある住民票の写等の提出により確認を行う。

’
一

I
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ロ提出された戸籍住民票の写し等の添付書類の交付日を確認する。

口認定対象者の生計同一要件を確認する書類の提出があるか確認する。



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

■■■■■■

【生計同一要件を確認する書類】

提出書類認定対象者の状況区分
｜ ■■■■■■■■■

･住民票(世帯全員)の写住民票上同一世帯に属しているとき

･それぞれの住民票(世帯全員)の写

･別世帯となっていることについての理由書

住民票上世帯を異にしているが､住所

が住民票上同一であるとき

･それぞれの住民票(世帯全員)の写

･同居についての申立書

･別世帯となっていることについての理由書

･第三者の証明書又は｢別表(※)｣に掲げ

る書類

住所が住民票上異なっているが､現に

起居を共にし､かつ､消費生活上の家

計を一つにしていると認められるとき

卓身赴任､就学又は病気療養等の止

むを得ない事情により住所が住民票上

異なっているが､次のような事実が認め

･それぞれの住民票(世帯全員)の写

･別居していることについての理由書

･経済的援助及び定期的な音信､訪問等

についての申立書

･第三者の証明書又は｢別表(※)｣に掲げ

る書類

られ､その事情が消滅した時は､起居を

共にし､消費生活上の家計を－つにす

ると認められるとき

･生活費､療養費等の経済的な援助が

行われていること

･定期的に音信､訪問が行われている

こと

※生計同一関係を証明する書類(別表）

提出書類事項

健康保険被保険者証等の写①健康保険等の被扶養者になっている場合

給与簿又は賃金台帳等の写②給与計算上､扶養手当等の対象になって

いる場合

源泉徴収票又は課税台帳等の写③税法上の扶養親族になっている場合
之由 ＝ ､

預金逼帳､振込明細書又は現金書

留封筒等の写

④定期的に送金がある場合

その事実を証する書類⑤その他①から④に準ずる場合

②2申立書の記入内容

｜

’’
口生計同一関係に関する申立書(以下｢申立書｣という｡）が提出されている

場合､記入内容に漏れがないか確認を行う。

生計維持関係の認定を行うために､請求者と認定対象者が『同居』しているの

か､また､『別居』の場合､請求者から認定対象者に対して､経済的援助の実態

が認められるのか等､「申立書｣に記入されていることを確認する。

－豆
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

5認定後審査・入力

<様式〉「生計同一関係に関する申立書｣図画(表面）

｢爾属盲亭1｢罰弼司｢爾属盲亭1｢罰弼司｢茄雪豆蚕1｢字面5面1｢茄雪豆蚕1｢字面5面1

生計同一関係に関する申立書生計同一関係に関する申立書

回生計間一関係の冊始日華睡勤‘鐘謬嘩金蔓“H･でふる"Gに鯰‘越人

（昭細・ 4脚鼬 腺WL JI_ _ll ･ tn)

回別世帯になっている理由

回生計間一関係の冊始日華睡勤‘鐘謬嘩金蔓“H･でふるwFに鯰‘越人

（昭細・ 4脚鼬 腺IL ‐J1 ‐Iル ・噸〕

回別世帯になっている理由

L･唾_蝿が別1噸ルレな-罪でも，愚蝸ffに'&肥人L･唾_蝿が別1噸ルレな-罪でも，愚蝸ffに'&肥人加と“狸側鵬加と“狸側鵬
●

黙？
●

黙？

回同居についての申立(別居していることの理由）回同居についての申立(別居していることの理由）

鋤膳!』》必1il"1""D1幽侭ぷ蝿左名埋鋤膳!』》必1M“1画“幽侭ぷ蝿左名埋 器(割1』【』人器(割1』【』人

囲経誘的掴助についての申立§麺_と垂塑“刀幽織皇:管"人

②αから堅雁畷寺ろ錘満的抽助の獅慶【あり ・ 鞍L

⑳I苫屋鯵で「曲り』ぬ岫合にはその同瞠（叩・ 円 釣

囲経誘的掴助についての申立§麺_と垂塑“刀幽織皇:管"人

②αから堅雁畷寺ろ錘満的抽助の獅慶【あり ・ 鞍L

⑳I苫屋鯵で「曲り』ぬ岫合にはその同瞠（叩・ 円 釣

II

両職【瞳1両職【瞳1

壷’錦織的瞳肋のI制涛壷’錦織的瞳肋のI制涛

[記入事項確認時の注意］

回生計同一関係の開始日
認定臼より前の日付であることを確認する。

回別世帯になっている理由
同居しているが世帯を別にしている理由について確認する。

回同居についての申立(別居していることの理由）
同居の場合､消費生活上の家計を一つにしている等､生活における相互依存の
実態が推認され得ることから､原則､生計同一関係にあるものとして認める。

止むを得ない事情によるもの･別居の場合､単身赴任､就学又は病気療養等の

であることを確認する。

囹経 ての申立済的援助につい

別居の場合､①から②に対する経済的援助の実態が認められる場合には､生
計同一関係があるものとして認められるため､認定日の直近に､経済的援助が

｢誰から誰に対して｣行われていたのかを確認する。
生活費､療養費､施設入居費等の現金による経済的援助だけではなく､衣
服､食事､住宅､介護等の現物給付も経済的援助に含める。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

－

L

<様式＞「生計同一関係に関する申立書｣服司 (裏面）

回定期的な音偏･訪問についての申立
⑦細師‘》鞭擬 （

⑦ibliⅢ咽難 （雌･ 月 ･遇

辿塑上型.“榊開蛎叫食臆1A鍵入

）

約 回総腿）

勤汗肺・棚1Mの脚騨

回主計同一間係にあることの申立

平I艇竿一 月 11

秘は． ド凪必の針と． 4画卜を脚じくLてｵ｣り,E･＃

①受給燗什の他所．氏貌

("f

剛 薄幸人n群の塊合に【域甲向1満姉0ｲ魅氏禰

②掴〉曇輪勝荷の配馴仔また鯰･子のili所、氏鋤

住所

(qとい縄卿@

m‘と”職I櫛：

い]とい晩Wj3

１
１
１

雌翁

氏蛎

朧名

回第三器による鉦明個

!ド戒 _IIE 1I_ _n

上鎚回～回の蛎北“1逢な､､ことを羅馴し墜十

主た．卿逸I区記uj農〔錘の瀞の睡諜上の_昌親悴山の鯉岐で瞳ありません

fド術

顕 華辱人F1濡の唱銅馬雌押印荷､冊軸『臆

日本年金機構理蕊長殿

睡堪

鯵照】
第三者の証明書の印の効

力については、
畷義照会2012-妬」
参照

[記入事項確認時の注意］

回定期的な音信訪問についての申立
単純に回数により判断することは困難であるため､音信･訪問等の存在とその

目的を確認し､通常の夫婦に存在すべき程度のものであるのかを確認する。

目鑿E駕繍こと岬ゞ
証明者が､会社(法人)や個人商店の場合､証明者(法人)の所在地､証明
者(法人)の名称､証明者(法人)の役職･氏名を明記の上､印は社印､代表者

印､私印のいずれも認める。
証明者が個人の場合､住所､続柄､氏名を明記の上､印は私印とする。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

④収入要件(事実婚関係除く）

’尼
口 認定対象者の収入の状況を確認できる書類の提出があるか確認する。

ロ所得証明の年度区分が正しいか確認する。

認定対象者の収入の状況を確認できる書類の提出があるか確認する。

所得証明の年度区分が正しいか確認する。
【参照】
平成27年9月30B

年発OgSO第11号
厚生労働省年金局長遣知【収入要件を確認する書類】

ア.加給年金額の加算開始事由に該当した日の前年若しくは前々年の源泉徴収

票(※1)、課税証明書確定申告書等収入額及び所得額を確認することがで

きる書類又は認定対象者が下記の表左澗に掲げる者である場合にあっては、

表右欄に掲げる書類

※1源泉徴収票の提出があった場合

該当年に発行された全ての源泉徴収票の提出を求め､請求者(届出者)に

対して他に所得がない旨の聞き取りを行った上で､該当年の全ての源泉徴収票

を取得し､次の事項を別紙に記入する。

なお､原本返却を行った場合は､原本証明が行われたｺピｰの余白に記入

する。

●他に所得が無い旨を確認したこと

●確認日

●確認者の所属部署

●確認者の氏名

惨照］

原本返却の方法にコいて

給付撞2012-6参照は、

提出書類提出書類

健康保険被保険者証の写等

第3号被保険者認定通知書又は年金

手帳の写(第3号被保険者である旨の

記載があるものに限る｡）

健康保険被保険者証の写等

第3号被保険者認定通知書又は年金

手帳の写(第3号被保険者である旨の

記載があるものに限る｡）

認定対象者の状況

健康保険等の被扶養者

国民年金の第3号被保険

者(※2）

認定対象者の状況

健康保険等の被扶養者

国民年金の第3号被保険

者(※2）

認定対象者

配偶者配偶者

年金証書及び裁定通知書の写年金証書及び裁定通知書の写公的年金の加給年金額対

象者又は加算霞対象者(※

2）

公的年金の加給年金額対

象者又は加算霞対象者(※

2）

国民年金保険料免除者、

学生納付特例者又は若年

者納付猶予者(※2）

生活保護受給者

義務教育終了前

健康保険等の被扶養者

高等学校等在学中

公的年金の加給年金額対

象者又は加算額対象者

国民年金保険料免除者、

学生納付特例者又は若年

者納付猶予者(※2）

生活保護受給者

公的年金の加給年金額対

象者又は加算額対象者

国民年金保険料免除該当通知書又は

国民年金保険料免除申請承認通知書

の写等

国民年金保険料免除該当通知書又は

国民年金保険料免除申請承認通知書

の写等

保護開始決定通知書の写保護開始決定通知書の写

不要

健康保険被保険者証の写等

在学証明書又は学生証の写

年金証書及び裁定通知醤の写

健康保険被保険者証の写等

年金証書及び裁定通知醤の写

一
丁
一
丁

ﾛ■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

■

※2収入要件に該当することが窓口装置(WM)により確認できる場合は､書

類の添付を省略することができる。

・国民年金第3号被保険者→制度｢基礎年番｣届書ｺｰド｢020」

処理区分｢O01｣照会区分ｺｰド｢20」

・公的年金加給年金額対象者→制度｢共通｣届書ｺｰド｢020-2-14」

畷議
届
の
を

･国民年金保険料免除者→制度｢基礎年番｣届書ｺｰド｢O20」

処理区分｢001｣照会区分ｺｰド｢06」

＜注意＞

障害等級が1級又は2級に該当した者が､障害年金加算改善法施行日(平成

23年4月1日)以降において､受給権発生後に生計を維持する配偶者又は子

を有することとなった場合には､生計を維持することとなった日の属する年の蝕

年分(1月～12月)の加算対象者の所得証明が必要となる。

惨照］

業務処理マニュアル｢障害
給付加算額｡加給年金額加
算開始事由該当届Jを確認
する

【収入要件の認定要件】

障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者にかかる収入に関

する認定にあたっては､次のいずれかに該当する者は､厚生労働大臣の定める

金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当する

ものとする。

【参照】‘

老齢厚生年金加給年金
霞加算開始事由該当届(生
計維捲申立割の掲載先

OO701-業務マニュア

ル･業務スケジュール･機
構業務つうしん刀
α〕201-各種マニュアル

等【諸規程以外のもの】＞＞
OO3O1=業務関係･システ
ム等槻器操作関係”年
金籍付に関する電子帳票
ファイル

ア前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては､前々年の収入)が年

額850万円未満であること。

イ前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては､前々年の所得)が年

額655.5万円未満であること。

ウー時的な所得があるときは､これを除いた後､前記ア又はイに該当するこ

と。

エ前記のア､イ又はウに該当しないが､定年退職等の事情により現に収入が

年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められるこ

と。

惨照］
平成21年2月↑7日
庁保険発第O217001号

騨腫篭訓年金鶴

鯵照】
給付傭2011=40

(6)障害基礎年金の子の加算にかかる確認

’’
口配偶者が児童扶養手当受給中の場合は､｢障害基礎年金の子の加算請

求に係る確認書｣が添付されているかを確認する。

児童扶養手当を受給していない場合に｢障害年金の子の加算請求に係る申出

書｣を添付していたが､児童扶養手当法の改正に伴って､平成26年12月1日以

後は不要となる。
一,
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

①障害年金加算改善法(平成23年4月1日施行）

改正前は､障害年金の受給権発生時に生計維持している配偶者や子がいる

場合にのみ加算(配偶者がいる場合は､障害厚生年金に加算)を行うこととして

いたが､改正後は､これに加えて受給権発生後に生計維持している配偶者や

子がいる場合i二も加算を行うこととなった。

また､それまで子が障害基礎年金の加算の対象となっている場合は､児童扶

養手当は支給されなかったが､いずれかを選択して受け取ることが可能となっ

た。

②児童扶養手当法の改正(平成26年12月1日施行）

平成23年4月から平成26年11月分までは､障害基礎年金の加算又は児

童扶養手当のいずれか一方のみを選択して受け取ることとなっていたが､平成

26年12月分(平成26年11月受給権発生)からは､一律に障害基礎年金の

加算が優先して支給されることとなった｡なお､障害基礎年金の加算の額(配偶

者が年金を受けている場合は､配偶者自身の年金と障害基礎年金の加算との

合算額)が､児童扶養手当の額を下回る場合には､差額を受け取るようになっ

た。

(平成26年11月以降に受給権発生する場合の留意点）

加算改善法の施行に伴い行っていた障害基礎年金の加算と児童扶養手当

のいずれか金額の高い方を選択するための確認事務は不要。

(平成26年10月以前に受給権発生する場合の留意点）

また､平成26年10月以前に遡及した期間について児童扶養手当を選択し

た場合は､平成26年12月分から障害基礎年金の加算を支給するため､別途

「障害給付加算額，加給年金額加算開始事由該当届(様式229-1号)｣及び

生計維持認定関係の書類が必要となる｡切り替え手続きにおける生計維持の

認定日は｢平成26年11月30日｣とする｡（ケース1参照）

ケース1障害基礎年金を遡及請求した場合(児童扶養手当を受給している場合）

受給権発生 H26.12'1改正 年金遡及請求

－｜ 障害基葵年金
児扶選択により加算なし I 子加算支給開始

障害基礎年金

※改正後､子加算が優先
して支給され､差索があ
れば､児扶を支給b

差額支給

子加算に相当する霞を停止I
児童扶養手当
（配偶者）

(解説）

障害基礎年金を遡及して請求し､受給権発生時までは児童扶養手当を受け

取っているために障害基礎年金の加算は支給しない事例｡この場合､児童扶養
＝
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